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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１０月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年４月１２日（土） １２時３０分ごろ 

発生場所 茨城県ひたちなか市那珂湊
な か み な と

漁港の那珂湊港外東防波堤西方沖 

 ひたちなか市所在の那珂湊港東防波堤灯台から真方位１３３°

１５５ｍ付近 

（概位 北緯３６°２０.２′ 東経１４０°３６.３′） 

事故調査の経過  平成２６年４月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 水上オートバイ ＢＩＬＬＡＢＯＮＧ
ビ ラ ボ ン

、０.１トン 

   ２３０－５０２４５茨城、個人所有 

   ２.５１ｍ（Lr）×１.０５ｍ×０.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１４.７kＷ、平成２０年１月 

Ｂ 水上オートバイ シージャック、５トン未満 

   ２３１－１３８２９茨城、個人所有 

   ２.４５ｍ（Lr）×１.０１ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６２.５kＷ、平成９年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４３歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成１０年１１月３０日 

    免許証交付日 平成２５年４月８日 

           （平成３０年１１月２９日まで有効） 

  同乗者Ａ 男性 ５０歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成３年７月２３日 

    免許証交付日 平成２２年９月３０日 

           （平成２８年７月２２日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ５２歳  

操縦免許 なし 

 死傷者等 Ａ 死亡 １人（同乗者Ａ）、重傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ 軽傷 １人（操縦者Ｂ） 

 損傷 Ａ シート後部に破損 



- 2 - 

Ｂ 船底部に擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、座席の後部に同乗者Ａを乗せ、

また、Ｂ船は、操縦者Ｂが１人で乗り、Ｃ船と共に那珂湊漁港の南方

にある水族館の東方沖に集合し、しばらく付近で遊走した後、ひたち

なか市の阿
あ

字ヶ浦
じ が う ら

海水浴場へ向けてＣ船、Ａ船及びＢ船の順で航行し

た。 

 船長Ａは、那珂湊港外東防波堤南西方において、右舷方に那珂湊漁

港へ入港する船を認め、同船を先航させ、同船の後方に回り込んで航

行したものの、同船の引き波及び防波堤からの反射波による波が立

ち、Ａ船の船首が波に潜ってしまった。 

 船長Ａは、スロットルレバーを緩め、Ａ船がほぼ停船した状態とな

り、後方に座っている同乗者Ａに声を掛け、船首方を見たところ、Ｂ

船が、波に乗って上方からＡ船へ向けて落下するような状況となり、

平成２６年４月１２日１２時３０分ごろ、那珂湊港外東防波堤の西方

において、Ａ船とＢ船とが衝突した。 

 Ｂ船は、Ａ船の船尾方至近を追走中、操縦者Ｂが、船首方から目を

離して航行しており、視線を船首方に戻したところ、至近にＡ船を認

めたものの、何も動作をとれず、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 同乗者Ａは、Ｂ船の船首が背中に当たって海に投げ出され、船長Ａ

は、Ａ船のハンドルバーで胸を強打した。 

 操縦者Ｂは、同乗者Ａが海面にうつ伏せになって浮いていたので、

海に飛び込み、衝突を目撃して来援したＣ船の船長と共に助け、Ｃ船

で心肺蘇生措置を施しながら那珂湊漁港へ運んだ。 

 船長Ａは、Ａ船に乗って那珂湊漁港へ向けて航行を行い、付近にい

た釣り船に海上保安庁への通報を依頼し、同乗者Ａはヘリコプター

で、船長Ａは救急車でそれぞれ別の病院へ搬送された。 

 同乗者Ａは、医師に死亡が確認され、船長Ａは、頸
けい

部挫傷、左肋骨

骨折等と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ３ 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、Ｂ船がＡ船の船尾方至近を追走していることに気付いて

いなかった。 

 操縦者Ｂは、ふだん、仲間と水上オートバイで航行するとき、前方

の水上オートバイの船尾方至近を追走する傾向があり、危ないので、

距離を保つように注意を受けていた。 

 操縦者Ｂは、水上オートバイの操縦経験が約３年あった。 

 船長Ａは、操縦者Ｂが特殊小型船舶操縦士の免許を取得しているも

のと思っていた。 

 Ａ船、Ｂ船及びＣ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、那珂湊港外東防波堤南西方沖を北進中、船首が波に潜った

際、船長Ａが減速し、停船した状態になったことから、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

Ｂ船は、那珂湊港外東防波堤南西方沖を北進してＡ船の船尾方至近

を追走中、操縦者Ｂが、船首方から目を離していたことから、至近に

Ａ船を認めることとなり、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 操縦者Ｂは、操縦免許証を受有していなかったことから、小型船舶

操縦者としてＢ船に乗船してはならなかった。 

原因  本事故は、那珂湊港外東防波堤南西方沖において、Ａ船及びＢ船が

共に北進中、Ｂ船がＡ船の船尾方至近を追走していたところ、操船者

Ｂが船首方から目を離していたため、Ａ船が停船した状態となった

際、Ａ船とＢ船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常に見張りを行うこと。 

 ・他船を追走するときは、安全な距離を保って航行すること。 

 


